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本誌54号でご紹介しました緊急提言集を刊行しました。本提言

集は被災地の復興・再生に向けて、被災地の皆さんの意思を最優

先に尊重しつつ、あらゆる人々の英知を結集する必要があるとの

認識の上に立ち、各界の有識者の皆様にご寄稿いただいたもので

す。

各界の専門家の提言を広く政策の参考にしていただくため、枝

野内閣官房長官に謹呈しました（7月27日）。また、関係省庁や被

災県、被災市町村などに贈呈しました。

緊急提言集「東日本大震災・今後の日本社会の向かうべき道」－刊行

○「共に生きる」社会への復興を求めて（神野直彦東京大学名誉教授）、○震災復興と地方自治のあ
り方（西尾勝東京市政調査会理事長）、○震災復興と雇用の再構築（宮本太郎北海道大学大学院教
授）、○住宅復興とまちづくりの方向（塩崎賢明神戸大学大学院教授）、○地域コミュニティの再生に
向けて（広井良典千葉大学教授）、○東日本大震災と新しい社会経済システム、社会保障制度（駒村
康平慶應義塾大学教授）、○大規模災害時の地域医療・介護（小松秀樹亀田総合病院副院長）、○震
災復興とエネルギー政策の転換（植田和弘京都大学大学院教授）、○復興を支える財政政策（高端
正幸新潟県立大学准教授）、○今後の防災・減災に向けて（河田惠昭関西大学教授）

提言集を枝野内閣官房長官にお渡ししました。

＊当協会ＨＰより全文ダウンロードできます。

だより
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２.東日本大震災被災地視察報告

2011年7月24日（日）

宮城県石巻市～東松島市～塩竈（シオガマ）市

（１）視察の主旨

全労済協会として、被災地域の復興支援の一助

ならびに状況視察の機会を設け、わずかながらでも

地域経済に対する支援を行うとともに、被災の状況

を理解し連帯を深めることを目的として理事会・評

議員会の開催に合わせ本視察を設定いたしました。

（２）視察の状況

震災は各地に大きな被害を残していますが、今回

は最大級の被災者を出している石巻市を中心にプ

ログラムしました。避難場所ともなった石巻港を臨

む「日和山（ヒヨリヤマ）公園｣を皮切りに、日本製紙

石巻工場から東松島市にかけての沿岸地帯におけ

る津波と地震倒壊の状況や、野蒜地区周辺の住宅

被害や農地被害の状況などを確認いただきました。

■JR古川駅（大崎市）出発→→→日和山公園（石巻市）

→→→石巻市立病院～日本製紙石巻工場→→→

矢本地区（東松島市沿岸部）→→→野蒜地区（東松

島市）→→→JR塩釜駅（塩竈市）終着（RR JRで仙台帰着）RR

視察に参加いただいた理事・評議員の皆様からは

貴重な機会として受け止めていただき、今後の被災

地復興について認識と議論を深めることができました。

全労済協会としても今般発刊した緊急提言集のほか、

今後も様々な取り組みを進めたいと考えています。

【視察ルート】

　被災前（昭和５０年９月撮影） 　被災後（平成２３年３月１２日撮影）

【視察資料抜粋：被災状況の新旧比較画像】出典／国土地理院

石巻市南浜町周辺の
被災状況（新旧画像）

第129回理事会および第33回評議員会
ならびに≪東日本大震災 被災地視察≫報告

１．会議報告

（１）第１２９回理事会

2011年7月25日（月）

ホテルJALシティ仙台

第1号議案 2010年度事業報告および決算報

告承認の件

第2号議案 2011年度補正予算（案）に関する件

第3号議案 第16期役員および第7期評議員

の構成と選任手続きに関する件

第4号議案 2011年度機関会議等の日程に関する件

（２）第３３回評議員会

2011年7月25日（月）

ホテルJALシティ仙台

第1号議案 2010年度事業報告および決算報

告承認の件

第2号議案 2011年度補正予算（案）に関する件

第3号議案 第16期役員および第7期評議員

の構成と選任手続きに関する件

第4号議案 2011年度機関会議等の日程に関する件



○独自に示談交渉はしないでください。
事故調査や過失割合の認定を経ずに、独断で示談交渉した場合は、共済金をお支払
いできない場合があります。

○警察には必ず報告してください。
交通事故報告書が提出されない場合は、共済金をお支払いできない場合が有ります。

ご契約団体 全労済協会 事故の相手の方

直ぐに救急車を呼び、
最寄の病院へ搬送
する等の救護処置
をとります。

事故車を移動する等、
安全確保を行います。

たとえ小さな事故で
あっても、警察に届
出が必要です。

相手方の氏名住所
など、可能な限り確
認しましょう。

メモ・携帯電話によ
る写真等、できる限
り事故現場の記録
を残しましょう。

負傷者の救護・110番・相手方の確認

受付

契約内容の初期確認

当事者の義務
・負傷者への対応
・危険防止の措置
・警察への通報

事故受付センター

事故受付センター（0120-0889-24）
への通報

事故状況の確認

共済金の受け取り 賠償金の受け取り

請求書類の手配
・印鑑証明
・委任状
・自賠責保険証券
・車検証等

所轄のサービスセンターへ情報連携

事故状況の確認

修理、治療の経過を連絡

修理・治療の経過確認

損害賠償額の算定

免責証書の取り交わし

示談交渉

・事故調査
（事故状況確認、車等の損害調査）
・過失割合の認定　等

・事故車両修理
・入院、通院による治療

・医師の診断書
・診療報酬明細書
・調剤報酬明細書
・休業損害証明書
・修理見積もり書等提出

・事故車両の修理工場への入庫
・初期治療

契約内容確認

事故証明書・現場写真等の手配

対人事案の場合は、慰謝料や休業損害等も
対象となります。
過失大小や事故後の態度（虚言・責任転嫁）、
特別な事情等によって、慰謝料の算定に影
響が生じる場合もあります。

～団体向け共済のご紹介～
シリーズ⑦『団体（法人）自動車共済（ユニカー）』

事故対応の流れ

全労済協会だより vol.５５２０１１年８月発行



報告概要

当協会に対して、上記研究の成果報告がありました。その要約を掲載します。

なお、今回ご紹介した報告は研究報告誌として後日発行する予定です。

「保育サービスを中心とする子育て支援政策の国際比較行財政論
―スウェーデン、イギリスの実態と日本の改革論議への示唆―」

〈地域社会の課題と展望〉

新潟県立大学国際地域学部准教授　高端正幸
横浜国立大学経済学部准教授　伊集守直
東北学院大学経済学部講師　佐藤　滋

周知のとおり、子育て支援政策については、2010年度

よりこども手当が導入されただけでなく、同年6月には「子

ども・子育て新システム制度案要綱」が決定され、2011年

度の国会提出に向けて法案の準備が進められている。こ

の新制度案の帰趨は未だ定かではないものの、保育制度

をはじめとする子育て支援諸施策の改革に向けた具体化

の作業が進んでいるのは事実である。

こうした動向を念頭におき、本研究は、日本における子育

て支援政策・制度のあり方を考察するための材料を提供す

ることを意図し、国際比較をつうじた基本的論点の検討を

行った。とくに取り上げるのはスウェーデンとイギリスの2

国であり、つぎのような比較の要点に着目して考察を加えた。

第1に、福祉国家論の観点から、2国が対照的な性格を有

していることである。周知のとおり、スウェーデンは潤沢な財

源に支えられた普遍的・社会民主主義的福祉国家の代表で

ある一方、イギリスは選別的・自由主義的福祉国家としての

性格を有している。こうした両国の相異が保育サービスや現

金給付を含めた子育て支援政策の領域に反映される反面、

福祉国家の性格には還元しきれない政策展開も、それぞれ

にみられている。

第2に、スウェーデンとイギリスではともに、1990年代から

今日に至る間、就学前教育・保育サービスを中心とする子育て

支援政策の拡充が図られてきたが、その基本的アプローチや

具体的な政策手段が両国において対照的であった。スウェー

デンでは、90年代までに保育サービスの公的供給が一定の

発展を遂げていたが、90年代半ばから、就学前教育と保育サ

ービスとの統合を伴うサービス供給の普遍化が追求された。

2000年代には児童・スタッフ比率の改善・維持と並行して就学・

就園率の向上が図られ、0～2歳児層を含めた所得制限を伴

わないサービス供給がほぼ実現されている。このとき、民間事

業者の参入も許され、公営・民営事業所間のイコールフッティ

ングを確保する措置も導入された結果、公営事業所が中心と

なり、民営事業所がそれを限定的に補完する保育セクターが

形成されている。さらに、2000年代には保育料の上限設定に

よって利用者負担が抑えられ、アフォーダビリティも改善された。

他方でイギリスにおいては、旧来、公的保育サービスは著しく

少なく、民営の保育園、あるいはプレイグループと呼ばれる近

隣の親同士の協力による短時間保育やチャイルドマインダー

（家庭的保育者）の利用が一般的であったところ、ブレア労働

党政権成立後の1997年から保育サービス拡充方針がとられ

た。そこでは、「第三の道」に象徴される公民パートナーシップ

路線が強調されたが、結果としては民間事業者、とりわけコー

ポレートセクターの事業者の大幅な増加がみられ、公的供給

はさらに周辺化された。並行して、政府は低所得世帯を対象と

するチルドレン・センター（Children’s Centre）を、貧困地域

を中心に展開している。こうした多様なサービス主体と地域に

おけるサービス需要とのマッチングの鍵を握るのが、地域レ

ベルにおけるパートナーシップとそこでの自治体の調整能力

であるが、多数の民間事業者の参入が見込める富裕地域とそ

うでない地域との間で事情がかなり異なっているのが現状で

ある。また、他国に比して高額である保育サービスの利用者負

担に関しては、勤労者税額控除によって保育サービス購入費

用の一定割合を控除する仕組みが用意されたが、その利用率

が低いこともあり、フルタイム利用を望む低所得世帯や1人親

世帯に的確にアフォーダビリティを保障しているとは言い難い。

第3に、保育サービス供給にかんする政府間行財政関係

についても、2国間に対照的な相異が存在する。スウェーデ

ンにおいては、90年代初頭の特定補助金の整理と一般補助

金（財政調整制度）への統合に伴って保育サービス関連の

特定補助金がほぼ全廃され、運営費をはじめとする必要コ

ストは地方自治体（コミューン）の一般財源でまかなわれて

いる。また、人員配置や施設などサービスの質の保障に関わ

る基準も各コミューンが独自に設定しており、中央政府の役

割は就学前教育・保育の内容についての大まかな指針の設



研究報告誌を刊行しました。

定と、コミューンの保育事務状況に対する定期的な検査の

実施にとどまっている。他方、イギリスでは、多種多様な特定

補助金が地方自治体の保育サービス関連支出に充てられ

ている。結果として、その総額は中央政府の意向に大きく左

右されることになるが、キャメロン現政権の大胆な財政再建

路線のもと、ブレア前政権で前進した子育て支援政策に後

退がみられつつある。また、サービスの質の保障に関わる基

準も中央政府が定め、地方自治体に地域の事業者に対する

監督義務を課す一方、中央政府自らが個別の事業所に対す

る検査を実施する構造をとっている点で、地方自治体の裁

量性を重んじるスウェーデンの査察制度とは異なっている。

本研究では、以上のようなスウェーデンとイギリスの比

較検討を踏まえ、日本の現状と改革論議に対するつぎの

示唆を抽出した。第1に、保育サービスへの「多様な事業

主体の参入」は、サービスの質保障に係る適切な基準付

けと、供給主体に対するアウトカムに着目した検査・評価

制度の確立をともなう形で進められるべきである。第2に、

分権的なサービス供給体制を志向する前提条件として、「地

方自治の強靭さと地方財源の安定性」が決定的に重要で

ある。第3に、子育て支援政策を推進する意図・目的が、日

本においては少子化対策に偏りがちであることは再考の

必要があり、総合的な両立支援、ジェンダー平等を志向

する政策ミックスの構築も選択肢の1つとして、今後、丁寧

な議論を重ねることが求められる。

本誌52号でご紹介しました、公募委託調査研究「日本における中山間地域の活性化に関する地域マネジメント研究 ～経

営学・マーケティング・ケアの視点から～」について、研究報告誌を刊行しました。同報告誌をご希望の方は、当協会ホームペ

ージの「シンクタンク事業 ― 報告誌の刊行（報告誌ライブラリー）」の「公募研究シリーズ」ページからお申し込みください。

また、既刊の「公募委託研究シリーズ」もお申し込みを随時承っております。

守屋貴司（立命館大学経営学部教授）
佐藤典司（立命館大学経営学部教授）
三浦正行（立命館大学スポーツ健康科学部教授）

稲葉奈々子（茨城大学人文学部准教授）
樋口直人　（徳島大学大学院ソシオ・アーツ・サイエンス研究部准教授）

熊倉瑞穂（愛国学園大学人間文化学部助教）

高屋定美　（関西大学商学部教授）
西尾亜希子（武庫川女子大学共通教育部専任講師）

加藤志保（認定特定非営利活動法人チャイルドライン支援センター事務局長）
林大介　（認定特定非営利活動法人チャイルドライン支援センター事務局次長）

１８ ２０１１年７月

１４

１３

１２

１０

２０１０年１０月

高橋巌　（日本大学生物資源科学部准教授）
田原裕子（國學院大學経済学部教授）
友田滋夫（財団法人農村開発企画委員会研究員）
澤田守　（独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構中央農業総合研究センター主任研究員）

１５ ２０１０年１２月

２０１０年１０月

２０１０年９月

２０１０年２月

杉本貴志（関西大学商学部教授）１７ ２０１１年５月

飯田文雄（神戸大学大学院法学研究科教授）１６ ２０１０年１２月

亀野淳（北海道大学高等教育機能開発総合センター准教授）１１ ２０１０年４月

　「公募委託研究シリーズ」刊行一覧

全労済協会だより vol.５５２０１１年８月発行



全労済協会だより

●日時 2011年10月7日（金）10時～8日（土）16時

●場所 全労済本部会館・12階会議室

渋谷区代々木2-12-10

（JR新宿駅南口より徒歩5分）

●日時 2011年11月下旬

●場所　エル・おおさか（大阪府立労働センター）

大阪市中央区北浜東3-14
（地下鉄谷町線・京阪電鉄天満橋駅より徒歩7分）

全労済協会では中小労働組合等における退職準備教育の普及・推進に向けた研修企画・コーディネーター養成を

目的に、毎年2回（春・秋）「退職準備教育研修会」を開催しています。秋期は「東京」「大阪」の2会場で開催します。

〈研修会の概要〉

主に中小労働組合の役員・担当者、書記局、研修企画・コーディネーター希望者

退職準備・セカンドライフの「生活経済」「年金、雇用保険、医療保険、税金」「活動事例紹介」など

30～40名程度　　　　 　資料代 2,000円

〈お問い合わせ・お申し込み先〉 ※9月1日よりホームページからお申し込みいただけます。調査研究部（TEL 03-5333-5126）

2011年秋期「退職準備教育研修会」開催のお知らせ

：「絆の広がる社会づくり　～大転換
期の日本社会の展望～」

：２０１１年６月１０日（金）
～８月３１日（水）１７時（当協会必着）。

：１，８００万円（数件の採用を予定します。）

2011年度公募委託調査研究を募集中です。

内 容日 時 主 な 議 題 な ど

役員改選　他第１３０回・第１３１回理事会 (於：ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄﾌﾟﾗｻﾞ新宿）9月13日（火）

役員改選　他第３４回評議員会 (於：ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄﾌﾟﾗｻﾞ新宿）9月13日（火）

２０１１年度公募委託調査研究募集6月10日（金）～8月31日（水）

（研修企画・コーディネーター養成講座）

全労済協会だより vol.５５ ２０１１年８月

〒１５１-００５３　東京都渋谷区代々木２-１１-１７ラウンドクロス新宿５階
　０３-５３３３-５１２６（代表） 　０３-５３５１-０４２１《URL》http://www.zenrosaikyoukai.or.jp（財）全国勤労者福祉・共済振興協会
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